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第８ 可燃性合成樹脂発泡体を断熱材等に用いた 

防火対象物に係る防火安全対策 

 

ウ レ タ ン 樹 脂 、 ス チ ロ ー ル 樹 脂 等 の 可 燃 性 合 成 樹 脂 発 泡 体 を 用 い た 断 熱 材 等

（ 以 下「 発 泡 樹 脂 等 」と い う 。）は 、優 れ た 断 熱 性 、経 済 性 及 び 施 工 方 法 の 容 易

性 等 か ら 広 く 普 及 し て い る も の で あ る が 、 火 災 が 発 生 し た 場 合 は 、 燃 焼 拡 大 及

び 爆 燃 ま で の 時 間 が 短 時 間 で あ る と と も に 、 発 泡 樹 脂 等 を 金 属 製 薄 板 等 で 挟 ん

だ サ ン ド イ ッ チ パ ネ ル（ 以 下「 サ ン ド イ ッ チ パ ネ ル 」と い う 。）を 吊 り 天 井 等 に

用 い た 場 合 に は 、 金 属 製 薄 板 等 が 脱 落 す る な ど 、 当 該 防 火 対 象 物 関 係 者 の 避 難

や 初 期 消 火 活 動 及 び 消 防 隊 員 の 消 火 活 動 等 に 大 き な 危 険 を 伴 う ば か り で は な く 、

防 火 対 象 物 そ の も の の 物 的 、 経 済 的 損 害 等 に つ い て も 莫 大 な 被 害 を 与 え る こ と

と な る も の で あ る 。  

こ の こ と か ら 、 発 泡 樹 脂 等 を 使 用 し て い る こ と を 示 す 内 装 表 示 マ ー ク （ 以 下

「 内 装 表 示 マ ー ク 」と い う 。）を 防 火 対 象 物 の 出 入 口 に 掲 出 す る こ と に よ り 、防

火 対 象 物 の 関 係 者 及 び 消 防 隊 員 等 に 対 し て 火 災 時 に お け る 危 険 性 を 予 め 周 知 す

る と と も に 、自 主 防 火 管 理 の 推 進 を 図 り 、消 火 活 動 時 の 危 険 性 を 軽 減 す る た め 、

次 の と お り 防 火 安 全 対 策 を 講 じ る も の と す る 。  

 

１  対 象 と な る 発 泡 樹 脂 等  

(１ ) ポ リ エ チ レ ン フ ォ ー ム （ 指 定 可 燃 物 ）  

(２ ) ビ ー ズ 法 ポ リ ス チ レ ン フ ォ ー ム （ 発 泡 ス チ ロ ー ル ）（ 指 定 可 燃 物 ）  

(３ ) 硬 質 ウ レ タ ン フ ォ ー ム （ 指 定 可 燃 物 ）  

プ ラ ス チ ッ ク 発 泡 体 で 、断 熱 効 果 が 非 常 に 高 く 、現 場 発 泡 品 も あ る 。「 不

燃 外 装 材 で 覆 わ れ た 当 該 断 熱 材 の 燃 焼 性 は 、 適 度 な 空 気 が 空 気 層 に 流 入 し

た 場 合 、 壁 体 内 で 着 火 し 、 延 焼 拡 大 す る 可 能 性 が あ り 、 外 被 面 の 目 地 割 れ

や 亀 裂 等 の 発 生 に よ り 噴 出 火 炎 が 長 時 間 継 続 す る 。」 と さ れ て い る 。 ま た 、

硬 質 ウ レ タ ン フ ォ ー ム の 原 料 、 原 液 は 法 に 定 め る 危 険 物 第 ４ 類 第 ２ 石 油 類

か ら 第 ４ 石 油 類 に 該 当 す る も の が あ る 。  

(４ ) (１ )か ら (３ )と 同 等 以 上 の 火 災 危 険 性 を 有 す る も の  

 

２  対 象 と な る 防 火 対 象 物  

  発 泡 樹 脂 等 を 使 用 す る 防 火 対 象 物 で 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

  令 別 表 第 １ に 掲 げ る 防 火 対 象 物 の う ち 、定 温 倉 庫 、冷 凍・冷 蔵 倉 庫 等 の 部 分

で 発 泡 樹 脂 等 を 使 用 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 500㎡ 以 上 の も の で 次 の (１ )

か ら (３ )に 該 当 す る も の 。 た だ し 、 発 泡 樹 脂 等 を 使 用 す る 部 分 を 天 井 裏 ま で

耐 火 構 造 又 は 準 耐 火 構 造 の 壁 等（ 開 口 部 を 設 け る 場 合 は 防 火 設 備 と す る こ と 。）

に よ り 、 有 効 に 区 画 す る 等 の 措 置 を 講 じ た 場 合 で 、 当 該 区 画 さ れ た 部 分 の 床

面 積 が 500㎡ 未 満 の も の を 除 く 。  

(１ ) 発 泡 樹 脂 等 を 露 出 し て 使 用 す る も の  

(２ ) サ ン ド イ ッ チ パ ネ ル を 使 用 す る も の  

(３ ) 発 泡 樹 脂 等 を プ ラ ス タ ー ボ ー ド 等 で 覆 っ た も の を 使 用 す る も の  

 



第８ 可燃性合成樹脂発泡体を断熱材等に用いた防火対象物に係る防火安全対策 

2 

 

 

〈 用 途 例 〉  

定 温 倉 庫 、冷 蔵 倉 庫 、冷 凍 倉 庫 、病 院 等 の 調 剤 室・測 定 室 、食 品 工 場 の 作

業 所 、精 密 機 械 工 場 の ク リ ー ン ル ー ム・電 子 部 品 機 器 組 立 工 場 、研 究 機 関

等 の 実 験 室 ・ 測 定 室 、 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

 

３  具 体 的 な 防 火 安 全 対 策  

(１ ) 内 装 表 示 マ ー ク の 掲 出  

防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分 に お い て 、 屋 外 に 面 す る 主 た る 出 入 口 （ 消 火 活

動 が 容 易 に 行 う こ と が で き る 場 所 に 面 し て 設 け ら れ た 扉 や シ ャ ッ タ ー 、 そ

の 他 こ れ に 類 す る 開 口 部 と す る 。）及 び 発 泡 樹 脂 等 を 使 用 す る 部 分 の 出 入 口

付 近 等 の 必 要 な 箇 所 に は 、 標 識 を 、 次 の と お り 設 け る こ と 。  

(第 ８ － １ 図 参 照 )  

ア  掲 出 位 置 は 、 常 時 確 認 で き る 位 置 に 掲 出 す る こ と と し 、 扉 表 面 上 や 扉

の 開 放 す る 側 の 壁 等 の 開 放 時 見 え な く な る お そ れ が あ る 場 所 へ は 掲 出 し

な い こ と 。  

イ  掲 出 方 法 は 、 ビ ス 留 め 又 は 接 着 剤 な ど に よ り 容 易 に 脱 落 し な い よ う に

固 定 す る こ と 。  

                             

                                   

第 ８ － １ 図  

 

(２ ) 不 燃 材 料 の 断 熱 材 等 の 使 用  

断 熱 材 は 以 下 に 掲 げ る も の と す る こ と 。  

ア  不 燃 材 料 の 断 熱 材 （ ロ ッ ク ウ ー ル 、 グ ラ ス ウ ー ル 等 の 耐 熱 性 能 を 有 す

る も の ）  

イ  断 熱 材 を コ ン ク リ ー ト 、モ ル タ ル 塗（ 塗 厚 ２ ㎝ 以 上 ）、又 は こ れ と 同 等

以 上 の 防 火 性 能 を 有 す る も の で 覆 っ た も の  

ウ  断 熱 材 、 表 面 材 等 の 構 成 材 を 不 燃 材 料 と し た も の （ 一 体 と し て 国 土 交

通 大 臣 の 認 定 を 受 け た も の に 限 る ）  

(３ ) 継 ぎ 目 処 理 等 の 徹 底  

断 熱 材 等 を 被 覆 す る 仕 上 げ 材 （ サ ン ド イ ッ チ パ ネ ル 等 ） を 使 用 す る も の

に あ っ て は 、 次 に よ る こ と 。  

１ 文字は、朱色（反射性蛍

光灯塗料）文字とし、一文

字を縦 35 ㎜、横 30 ㎜とす

る。 

２ 色は、白地色とする。 

３ 形は、一辺が 300 ㎜の正

方形を中心に、一辺が 120

㎜の正六角形を描き、正三

角形２個を交互に内接さ

せたものとし、朱色（反射

性蛍塗料）とする。 

４ 材質は経年変化の少な

いものとする。 

掲出位置 
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ア  サ ン ド イ ッ チ パ ネ ル 等 は 、 火 災 が 発 生 し た 際 に も 脱 落 し な い 施 工 と す

る こ と 。  

イ  目 地 や 部 材 取 合 部 な ど の 継 ぎ 目 が 防 火 上 弱 点 と な ら な い よ う に 、 そ れ

ぞ れ の 製 品 仕 様 に よ る 適 正 な 施 工 処 理 を 行 う こ と 。（ 第 ８ － ２ 図 参 照 ）  

ウ  リ フ ト に よ る 商 品 搬 入 等 に よ り 、 サ ン ド イ ッ チ パ ネ ル 等 に 亀 裂 等 が 生

じ た 場 合 は 、 適 正 に 補 修 す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ８ ― ２ 図  

 

 

(４ ) 自 主 防 火 管 理 の 推 進  

火 災 時 に お け る 発 泡 樹 脂 等 の 燃 焼 に よ る 建 物 利 用 者 の 避 難 障 害 、 自 衛 消

防 隊 の 初 期 消 火 活 動 に お い て の 危 険 、 困 難 性 を 鑑 み 、 火 災 の 未 然 防 止 と 防

火 意 識 の 向 上 の た め 、 次 の 事 項 を 遵 守 す る こ と 。  

ア  消 防 用 設 備 等 の 設 置 、 維 持 管 理 の 徹 底  

イ  区 画 を 形 成 す る 防 火 戸 及 び 防 火 シ ャ ッ タ ー の 管 理 徹 底  

ウ  避 難 経 路 の 確 保 及 び 避 難 障 害 の 生 じ る 物 品 の 除 去  

エ  防 火 対 象 物 の 改 装 、増 改 築 等 の 工 事 中 に 、溶 接・溶 断 等 の 火 気 を 使 用 す

る 際 は 、 出 火 防 止 の た め の 必 要 な 措 置 を 講 じ る こ と 。  

（ 例 ）・ 火 気 使 用 範 囲 は 不 燃 材 料 に よ り 覆 う な ど の 防 護 措 置  

・ 切 断 作 業 を 行 う 際 に は 、 不 燃 シ ー ト 等 で 養 生 を し て 直 接 火 種 が 当

た ら な い よ う に す る  

・ 火 花 が 発 生 し な い よ う な 器 具 の 使 用  

・ 断 熱 材 吹 付 施 工 前 に 、 溶 接 ・ 溶 断 作 業 の 完 了  

・ 作 業 中 の 監 視 及 び 作 業 後 の 点 検 な ど  

オ  出 火 防 止 の た め の 火 気 管 理 の 徹 底  

カ  防 火 対 象 物 に 出 入 り す る 従 業 員 等 に 対 す る 喫 煙 管 理 の 徹 底 を 行 い 、 喫

煙 場 所 の 指 定 、喫 煙 場 所 で の 灰 皿・吸 い 殻 の 後 始 末 、始 業 終 業 時 の 点 検 等

に 留 意 す る こ と 。  

キ  放 火 火 災 を 防 止 す る た め 、 死 角 と な り や す い 場 所 の 整 理 、 整 頓 及 び 施

錠 の 管 理 等  

 

硬質ウレタンフォーム 硬質ウレタンフォーム 

目地コーキング 

目地パッキン材 

目地コーキング 
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４  そ の 他  

  既 存 防 火 対 象 物 に お い て 発 泡 樹 脂 等 の 使 用 が あ る 場 合 は 、 内 装 表 示 マ ー ク

を 掲 出 す る と と も に 、 改 修 等 の 機 会 を 捉 え て 、 本 基 準 に 適 合 さ せ る よ う 指 導

す る こ と 。  

 


